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Ⅰ　概要

　１ 社会福祉法人に対する指導監査

　　(1) 指導監査の趣旨

　　(2) 指導監査等の実施方法

　　　ア　一般監査

　　　イ  特別監査

　　　ウ　その他

　　
　

　

　２　介護サービス事業者に対する指導及び監査

　　(1) 指導及び監査の趣旨

　太田市監査指導課では、社会福祉法（S26.3.29法律第45号）に基づく社会福祉法人に対する指
導監査並びに介護保険法（H9.12.17法律第123号）に基づく介護サービス事業者（指定地域密着型
サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者（以下「指定地域密着型サービス事
業者等」という。）並びに指定居宅介護支援事業者）に対する指導及び監査を行っています。

　社会福祉法第５６条第１項の規定に基づき、太田市が所轄する社会福祉法人（社会福祉法
人の主たる事務所が太田市の区域内にあって、その行う事業が太田市の区域を越えないも
の）に対し、社会福祉法人の自主性及び自律性を尊重し、法令又は通知等に定められた社会
福祉法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことにより、適正な社会福祉
法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ることを目的として指導監査を行います。

　太田市社会福祉法人指導監査実施要綱により、実地において一般監査及び特別監査を実施
します。指導監査項目は、法人運営、事業及び管理（会計管理を含む。）です。

　運営等に重大な問題を有する社会福祉法人を対象として、随時実施します。「指導監査
ガイドライン」に基づいて行うほか、当該問題の原因を把握するため、必要に応じて詳細
な確認を行います。
　なお、太田市において令和７年度末まで特別監査の実施実績は、ありません。

　上記ア及びイの他に、例年、群馬県及び県内１２市の共催で、社会福祉法人関係研修会
を行っていますが、新型コロナウイルス感染症の拡大以降、実施されていません。また、
太田市主催の講習会についても開催せず、令和７年度一般監査における主な指摘事例につ
いての資料を市ホームページに掲載しました。

　一定の周期(注1)で「指導監査ガイドライン」(注2)に基づき実施します。　　　　　　
(注1) 毎年度提出される報告書類及び前回の指導監査の状況から、法令及び通知等（法
　　　人に係るものに限る。）に照らした法人運営状況並びに法人が経営する施設及び
　　　法人の行う事業についての施設基準、運営費及び報酬の請求等に関し大きな問題
　　　が認められない法人については、原則として３年に１回の頻度で実施します。な
　　　お、同要綱に規定する一定の条件を満たす法人については、４年又は５年に１回
　　　に延長若しくは指導監査事項の省略等により実施することがあります。
(注2) 社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」
　　　（H29.4.27雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号)別添「社会福祉
　　　法人指導監査実施要綱」別紙

  介護保険法第２３条の規定に基づき、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、
事業者の支援を基本とし保険給付及び予防給付（以下「介護給付等」という。）に係るサー
ビスの質の確保並びに介護給付等の適正化を図ることを目的として、太田市が指定する介護
サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者等に対し、指導を行います。運営に著し
い支障が認められる場合等は、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとるため、
同法第７８条の７、第８３条及び第１１５条の１７の規定に基づき、介護給付等に係るサー
ビスの質の確保並びに介護給付等の適正化を図ることを目的として監査を行います。　
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　　(2) 指導及び監査の実施方法

　　　ア　集団指導

　　　イ　運営指導

　　　ウ　監査

　３　一般監査及び運営指導における重点事項

　　 表１　社会福祉法人に対する一般監査における重点事項

　　　

　太田市指定地域密着型サービス事業者等指導要綱又は太田市指定居宅介護支援事業者指導
要綱による集団指導及び運営指導並びに太田市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱又
は太田市指定居宅介護支援事業者監査要綱による監査を実施します。指導項目は、事業の人
員、設備及び運営の基準並びに介護給付等の算定及び取扱いです。

 制度改正その他過去の指導事例に基づく指導内容等に応じて集団指導が必要と認められ
るとき、日時、場所、指導内容等をあらかじめ指定し、講習形式で行うものです。
　令和７年度については、集合講習形式でなく、市ホームページに掲載した資料を事業所
内で周知してもらう形式としました。

　各事業者につきおおむね２年から３年に１回を基本とし、実地にて行うものです。ただ
し、同一の経営主体が複数の事業所を運営する場合、前年度の運営指導において指摘した 
事項について引き続き確認が必要と認められる場合等は、この限りではありません。

　市に寄せられる通報、苦情、相談等の情報のほか、市が高齢者虐待防止法に基づき虐待
を認定した場合、イの運営指導において指定基準違反等又は人格尊重義務違反が認められ
た場合、正当な理由なくイの運営指導を拒否した介護サービス事業者があった場合等に実
施するものです。
　令和７年度は、太田市指定居宅介護支援事業者１者に対し、令和６年度から継続して監
査を実施しました。

　前年度の一般監査及び運営指導の結果、指摘件数が多かった事項及び取扱いに注意を要した
事項並びに制度改正による変更点等を考慮し、各年度の重点事項を設定しています。
　なお、令和７年度の重点事項は、以下のとおりです。

項　目 重　　点　　事　　項 主　な　確　認　書　類　等

・評議員会の招集、運営が、法令及び
定款の定めに従い適正に行われている
か。

定款、招集通知、評議員会及
び理事会の議事録

・監事の選任及び解任が適正に行われ
ているか。

評議員会及び理事会の議事
録、監事の選任手続きにおけ
る書類（履歴書、誓約書等）

Ⅱ　事業

・計算書類が法令に基づき適正に作成
されているか。

計算書類、定款、理事会議事
録

・計算書類の附属明細書を適正に作成
しているか。

計算書類、計算書類の附属明
細書

Ⅰ　法人運営

Ⅲ　管理
 （会計管理を含む）
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　　表３　指定居宅介護支援事業者に対する運営指導における重点事項

表２-１　指定地域密着型サービス事業者等に対する運営指導における重点事項（居宅系※）

表２-２　指定地域密着型サービス事業者等に対する運営指導における重点事項（入所系※）

※　指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型通所介護、指定（介護予防）
認知症対応型通所介護、指定（介護予防）小規模多機能型居宅介護及び指定看護小規模多機
能型居宅介護

項　目 重　　点　　事　　項 主　な　確　認　書　類　等

人員基準
又は運営基準

居宅サービス計画等に沿った介護サー
ビス計画の作成状況

居宅サービス計画、介護サー
ビス計画

各種委員会及び研修・訓練の実施状況 実施記録等

介護報酬 加算及び減算への対応状況
介護給付費明細書、各加算の
算定要件を満たすことが確認
できる書類及び記録

※　指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護
及び指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

項　目 重　　点　　事　　項 主　な　確　認　書　類　等

人員基準
又は運営基準

各種委員会及び研修・訓練の実施状況 実施記録等

介護保険の給付対象外となる料金の徴
収状況

重要事項説明書、利用料領収
書控え

介護報酬 加算及び減算への対応状況
介護給付費明細書、各加算の
算定要件を満たすことが確認
できる書類及び記録

項　目 重　　点　　事　　項 主　な　確　認　書　類　等

サービス提供の開始に際しあらかじめ
説明すべき事項の説明及び同意取得状
況

重要事項説明書

モニタリングの実施状況（原則として
少なくとも１月に１回以上、利用者の
居宅を訪問して行われているか等）

モニタリング記録表

介護報酬 加算及び減算への対応状況
介護給付費明細書、各加算の
算定要件を満たすことが確認
できる書類及び記録

人員基準
又は運営基準
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　４　一般監査及び運営指導の実施手順

図１　一般監査及び運営指導の実施手順

○実施予定日の属する月の前々月末日までに

○実施予定日の２週間又は10日前までに

○実施日からおおむね３０日以内に

○結果通知発送日からおおむね３０日以内に市へ提出

　社会福祉法人に対する一般監査及び介護サービス事業者に対する運営指導の実施手順は、下
図のとおりです。

① 市から対象の法人又は事業者へ、実施通知の発送

② 対象の法人又は事業者は、市へ事前提出資料を提出

③ 一般監査又は運営指導を実施

④ 市から対象の法人又は事業者へ、結果通知の発送

⑤ 法人・事業者は改善を行い、市へ改善状況報告書を提出

⑥ ⑤の繰り返し

○改善報告が必要な全ての指摘について、
改善完了が確認できるまで

⑦ 終　了

未改善事項あり 未改善事項なし

改善報告の必要あり 改善報告の必要なし

未改善事項なし

改善報告の必要あり 改善報告の必要なし

未改善事項あり 未改善事項なし

改善報告の必要あり 改善報告の必要なし

未改善事項あり 未改善事項なし

改善報告の必要あり 改善報告の必要なし

未改善事項あり 未改善事項なし

改善報告の必要あり 改善報告の必要なし

未改善事項あり 未改善事項なし

改善報告の必要あり 改善報告の必要なし

未改善事項なし未改善事項あり

改善報告の必要あり 改善報告の必要なし改善報告の必要なし
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Ⅱ　実施状況及び指摘内容について

　１　社会福祉法人に対する一般監査

　　(1) 対象数・実施数の推移

　　　表４　対象数・実施数の推移（過去５か年分） （単位：法人）

図２　対象数・実施数の推移（過去５か年分）

　　　令和７年度は、太田市が所轄する５０法人のうち１８法人に対して一般監査を実施しました。

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

対象数 実施数 対象数 実施数 対象数 実施数 対象数 実施数 対象数 実施数

　　　令和３年度から令和７年度までの５か年における太田市が所轄する法人数（対象数）及び一般
　　監査の実施数の推移は、以下のとおりです。
　　　なお、対象数は、年度途中の認可や解散等により推移することがあるため、各年度の３月３１日
　　現在において太田市が所轄する法人数を掲載しています。

主たる運営事業の種別

社会福祉関係         2 0 2 1 2 1 2 1 2 0

老人福祉関係         12 1 12 10 12 2 11 4 11 5

障がい福祉関係         4 0 4 4 4 0 4 0 4 4

児童福祉関係         33 12 33 10 33 12 33 12 33 9

合　計 51 13 51 25 51 15 50 17 50 18

備考  平成29年度から、新たに制定された国の指導監査実施要綱に基づき、実施周期を
      見直して実施しています。また、令和２・３年度は新型コロナウイルス感染症の影響
      により一部の法人への実施を見送りました。

0 10 20 30 40 50 60

Ｒ　７

Ｒ　６

Ｒ　５

Ｒ　４

Ｒ　３

実施数

対象数

年度

法人

実施状況（Ｒ３～Ｒ７）
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　　(2) 指摘件数の推移

　　　なお、指摘の区分は、次のとおりです。

表５　指摘件数の推移（過去５か年分） （単位：件）

　

図３　平均指摘件数の推移（過去５か年分）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　　　令和３年度から令和７年度までの５か年における一般監査による指摘件数の推移は、以下のとお
　　りです。

　　　・文書指摘：法令又は通知等の違反で、改善報告を要するもの
　　　・口頭指摘：法令又は通知等の軽微な違反、又は上記の文書指摘を行わずとも改善が見込まれる
　　　　　　　　　違反

主たる運営事業の種別 文書
指摘

口頭
指摘

文書
指摘

口頭
指摘

文書
指摘

口頭
指摘

文書
指摘

口頭
指摘

文書
指摘

口頭
指摘

社会福祉関係 - - 5 7 0 1 6 1 - -

老人福祉関係 1 10 25 54 5 17 16 15 3 24

障がい福祉関係 - - 8 24 - - - - 6 14

児童福祉関係 25 66 22 53 27 68 28 47 18 21

合　計 26 76 60 138 32 86 50 63 27 59

１法人当たり平均指摘数
（各指摘合計／実施数合計） 2.0 5.8 2.4 5.5 2.1 5.7 2.9 3.7 1.5 3.3

備考　平成29年度から、新たに制定された国の指導監査実施要綱に基づき、指摘基準を
      見直して実施しています。

0

2

4

6

8

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

文書指摘

口頭指摘

件

年度
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　　(3) 文書指摘の件数が多かった項目

表６　文書指摘の件数が多かった項目

図４　文書指摘における項目の割合

　　　令和７年度に実施した一般監査における文書指摘（２７件）のうち、件数が多かった項目は、以下
　　のとおりです。

項  目 主な指摘内容 指摘件数

附属明細書等（会計管理）
・注記の記載に係る不備
・附属明細書の記載に係る不備
・財産目録の記載に係る不備

11 件

規程・体制(会計管理) ・経理規程に基づく会計処理の未実施 5 件

記録（理事会）
・議事録の記載漏れ
・議事録の記名押印漏れ

3 件

定款
・定款の規定と実態が相違
・定款変更の未届け

2 件

監事の選任及び解任
・不適正な手続きによる選任
・監事選任議案の評議員会提出にあたり、監事過半数の同意が未取得

2 件

評議員の選任 ・評議員の任期誤り 1 件

評議員会の招集・運営
・評議員会の決議に際し、特別の利害関係を有する評議員の有無が
　未確認

1 件

理事会の審議状況
・理事会の決議に際し、特別の利害関係を有する理事の有無が
　未確認

1 件

会計処理 ・不適切な減価償却 1 件

附属明細書等

11件

規程・体制

5件

記録（理事会）

3件

定款

2件

監事の選任及び解任

2件

評議員の選任

1件

評議員会の招集・運営

1件

理事会の審議状況

1件

会計処理

1件
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(4) 文書指摘・口頭指摘件数一覧

　表７　令和７年度　社会福祉法人一般監査　指摘件数一覧

（単位：件）

-　法人運営共通

１　定款

２　内部管理体制

３　評議員・評議員会

４　理事

５　監事

６　理事会

７　会計監査人

８　評議員、理事、監事及び会計監査人の報酬

１　事業一般

２　社会福祉事業

３　公益事業

４　収益事業

主たる運営事業の種別

指摘区分

項目

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 1 0 0 1 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（１） 評議員の選任 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

（２） 評議員会の招集・運営 0 0 0 2 0 0 1 6 1 8

小計 0 0 0 2 0 0 2 6 2 8

（１） 定数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２） 選任及び解任 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（３） 適格性 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2

（４） 理事長 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2

（１） 定数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２） 選任及び解任 0 0 0 1 0 0 2 1 2 2

（３） 職務・義務 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

小計 0 0 0 2 0 0 2 1 2 3

（１） 審議状況 0 0 0 1 0 2 1 1 1 4

（２） 記録 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0

（３） 債権債務の状況 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 0 0 0 1 0 2 4 1 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（１） 報酬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２） 報酬等支給基準 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

（３） 報酬の支給 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（４） 報酬等の総額の公表 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4

小計 0 0 0 3 0 1 0 1 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

運営事業・項目別 合  計社会福祉
関係
社会福祉法人

老人福祉
関係
社会福祉法人

障がい福祉
関係
社会福祉法人

児童福祉
関係
社会福祉法人

文書 口頭 文書 口頭 文書 口頭 文書 口頭 文書 口頭

Ⅱ
　
事
業

Ⅰ
　
法
人
運
営
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（単位：件）

１　人事管理

２　資産管理

３　会計管理

４　その他

主たる運営事業の種別

指摘区分

項目

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（１） 基本財産 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

（２） 基本財産以外の財産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（３） 株式保有 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（４） 不動産の借用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

（１） 会計の原則 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

（２） 規程・体制 0 0 0 3 1 2 4 2 5 7

（３） 会計処理 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2

（４） 会計帳簿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（５） 附属明細書等 0 0 2 8 4 7 5 7 11 22

小計 0 0 2 14 5 9 10 9 17 32

（１） 特別の利益供与の禁止 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２） 社会福祉充実計画 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（３） 情報の公表 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

（４） その他 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

小計 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2

合計 0 0 3 24 6 14 18 21 27 59

運営事業・項目別 合  計社会福祉
関係
社会福祉法人

老人福祉
関係
社会福祉法人

障がい福祉
関係
社会福祉法人

保育所・児童
関係
社会福祉法人

文書 口頭 文書 口頭 文書 口頭 文書 口頭 文書 口頭

Ⅲ
　
管
理
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　２　介護サービス事業者に対する運営指導

　２－１　指定地域密着型サービス事業者等に対する運営指導

　　(1) 対象数・実施数の推移

　 表８　対象数・実施数の推移（過去５か年分） （単位：事業者）

図５　対象数・実施数の推移（過去５か年分）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

対象数 実施数※２ 対象数 実施数※２ 対象数 実施数 対象数 実施数 対象数 実施数

　　　令和３年度から令和７年度までの５か年における太田市が指定する事業者数（対象数）及び運
　　営指導の実施数の推移は、以下のとおりです。
　　　なお、対象数は年度途中の新規指定や廃止等により推移することがあるため、各年度の３月３１
　　日現在において太田市が指定する事業者数を掲載しています。

事業種別

指定定期巡回・随時対応型
訪問介護看護 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0

指定地域密着型通所介護 23 0 24 9 25 6 26 7 25 9

指定認知症対応型通所介護
※１ 10 0 9 4 10 3 10 3 9 2

指定小規模多機能型居宅介護
※１ 12 0 12 3 12 4 12 4 12 3

指定認知症対応型共同生活介
護※１ 32 0 32 10 33 13 33 10 34 8

指定地域密着型特定施設入居
者生活介護 2 0 2 0 2 1 2 1 2 0

指定地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護 7 0 7 2 9 3 9 2 9 4

指定看護小規模多機能型居宅介護 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0

合  計 88 0 88 28 93 31 94 27 92 26

備考　※１　太田市より指定地域密着型介護予防サービス事業者としての指定も受けていますが、
　　　　　両サービスについて同一事業所にて運営しているため、１事業者として計上していま
　　　　　す。（表９において同じ）
　　　※２　新型コロナウイルス感染症の感染拡大を考慮し、令和２・３年度の運営指導について
　　　　　は実施を全て見送りました。

0 20 40 60 80 100

Ｒ７

Ｒ６

Ｒ５

Ｒ４

Ｒ３

実施状況（Ｒ３～Ｒ７）

実施数

対象数

事業者

年度
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　　(2) 指摘件数の推移

　　　なお、指摘の区分は、次のとおりです。

表９　指摘件数の推移（過去５か年分）　　　　　　　　　　　　

図６　平均指摘件数の推移（過去５か年分）

（単位：件）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　　　令和３年度から令和７年度までの５か年における運営指導による指摘件数の推移は、以下のと
　　おりです。

　　　・文書指摘：法令又は通知等の違反で、改善報告を要するもの
　　　・口頭指摘：法令又は通知等の軽微な違反、又は上記の文書指摘に該当しない違反

事業種別 文書
指摘

口頭
指摘

文書
指摘

口頭
指摘

文書
指摘

口頭
指摘

文書
指摘

口頭
指摘

文書
指摘

口頭
指摘

指定定期巡回・随時対応型
訪問介護看護 － － 0 0 0 0 0 0 0 0

指定地域密着型通所介護 － － 1 14 5 12 8 21 3 40

指定認知症対応型通所介護
※1 － － 4 2 3 2 1 10 0 2

指定小規模多機能型居宅介護
※1 － － 5 23 0 10 7 14 4 14

指定認知症対応型共同生活介
護※1 － － 14 20 4 27 8 22 5 29

指定地域密着型特定施設
入居者生活介護 － － 0 0 0 3 1 6 0 0

指定地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護 － － 0 6 11 12 8 13 4 15

指定看護小規模多機能型居宅介護 － － 0 0 0 3 0 0 0 0

合 計 － － 24 65 23 69 33 86 16 100

１事業者当たり平均指摘数
（各指摘合計／実施数合計） － － 0.9 2.3 0.9 2.6 1.3 3.3 0.6 3.8

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

平均指摘件数（Ｒ３～Ｒ７）

文書指摘

口頭指摘

件

年度
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　　(3）文書指摘の件数が多かった項目

表１０　文書指摘の件数が多かった項目

図７　文書指摘における項目の割合

　　　令和７年度に実施した運営指導における文書指摘（１６件）の内訳は、以下のとおりです。

項　　目 主な指摘内容 指摘件数

各種加算・減算 算定要件を満たしていない加算の請求 ７ 件

管理者、代表者 管理者に必要な研修の未受講 ２ 件

従業者の員数 計画作成担当者に必要な研修の未受講 １ 件

内容及び手続きの説明およ
び同意、契約の締結等

重要事項説明書の同意未確認 １ 件

取扱い方針 医療サービス利用の際の医師への意見未確認 １ 件

介護、食事 褥瘡予防のための体制整備未実施 １ 件

健康管理 口腔衛生の管理体制整備未実施 １ 件

業務継続計画の策定等 業務継続計画の未策定 １ 件

利用者家族・地域との連携
等

運営推進会議等における評価（外部評価）の未実施 １ 件

各種加算・減算

7件

管理者、代表者

2件

従業者の員数

1件

内容及び手続きの説明

および同意、契約の締結等

1件

取扱い方針

1件

介護、食事

1件

健康管理

1件

業務継続計画の策定等

1件

利用者家族・地域との連携等

1件
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(4) 文書指摘・口頭指摘件数一覧

表１０　令和７年度　指定地域密着型サービス事業者等運営指導　指摘件数一覧 （単位：件）

１　基本方針

２　人員及び設備基準

３　運営基準

事業種別

指摘区分

項目

- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（１） 従業者の員数 - - 0 1 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 6

（２） 管理者、代表者 - - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0

（３） 設備及び備品等 - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

（４） その他 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 - - 0 1 0 0 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 3 7

（１）
内容及び手続の説明及び同意、契約の締結
等

- - 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 4

（２） 提供拒否の禁止 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（３） サービス提供困難時の対応 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（４） 入退居（所） - - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

（５） 受給資格等の確認 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（６） 要介護認定の申請に係る援助 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（７） 心身の状況等の把握 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（８） 関係他種事業者等との連携 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（９） 法定代理受領サービスに係る援助、報告 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（10） 身分を証する書類の携行 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（11） サービス提供の記録 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

（12） 利用料等の受領、預り金 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

（13） 保険給付の請求のための証明書の交付 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（14） 取扱方針 - - 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 5

（15）
計画作成、交付、計画に沿ったサービスの提
供等

- - 0 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7

（16） 介護、食事 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

（17） 機能訓練 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（18） 健康管理 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

（19） 社会生活上の便宜の提供等、相談・援助 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（20） 利用者に関する市への通知 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（21） 緊急時等の対応 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（22） 管理者、計画担当介護支援専門員の責務等 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（23） 運営規程、重要事項説明書 - - 0 9 0 2 0 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 19

（24） 勤務体制の確保等 - - 0 4 0 0 0 2 0 3 0 0 0 4 0 0 0 13

（25） 業務継続計画の策定等 - - 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2

（26） 定員の遵守 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

業種・項目別 合  計
指定定期
巡回・随
時対応型
訪問介護
看護

指定地域
密着型通
所介護

指定（介
護予防）
認知症対
応型通所
介護

指定（介
護予防）
小規模多
機能型居
宅介護

指定（介
護予防）
認知症対
応型共同
生活介護

指定地域
密着型特
定施設入
居者生活
介護

指定地域
密着型介
護老人福
祉施設入
所者生活
介護

指定看護
小規模多
機能型居
宅介護

文
書

口
頭

文
書

口
頭

文
書

口
頭

文
書

口
頭

文
書

口
頭

文
書

口
頭

文
書

口
頭

文
書

口
頭

文
書

口
頭
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（単位：件）

４　介護給付費の算定及び取扱い

５　変更届等

事業種別

指摘区分

項目

（27） 非常災害対策 - - 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 8

（28） 衛生管理等 - - 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5

（29） 掲示 - - 0 5 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10

（30） 秘密保持等 - - 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

（31） 広告 - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

（32） 苦情処理 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

（33） 協力医療機関等 - - 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4

（34） 調査への協力等 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（35） 利用者家族・地域との連携等 - - 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4

（36） 事故発生の防止・発生時の対応 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（37） 虐待の防止 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（38） 会計の区分 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（39） 記録の整備 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（40） その他 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 - - 2 38 0 2 2 10 0 26 0 0 2 14 0 0 6 90

（１） 基本報酬 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２） 各種加算・減算 - - 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 2 1 0 0 7 2

小計 - - 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 2 1 0 0 7 2

- - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

業種・項目別 合  計
指定定期
巡回・随
時対応型
訪問介護
看護

指定地域
密着型通
所介護

指定（介
護予防）
認知症対
応型通所
介護

指定（介
護予防）
小規模多
機能型居
宅介護

指定（介
護予防）
認知症対
応型共同
生活介護

指定地域
密着型特
定施設入
居者生活
介護

指定地域
密着型介
護老人福
祉施設入
所者生活
介護

指定看護
小規模多
機能型居
宅介護

文
書

口
頭

文
書

口
頭

文
書

口
頭

文
書

口
頭

文
書

口
頭

文
書

口
頭

文
書

口
頭

文
書

口
頭

文
書

口
頭

合計 - - 3 40 0 2 4 14 5 29 0 0 4 15 0 0 16 100
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　２－２　指定居宅介護支援事業者に対する運営指導

　　(1) 対象数・実施数の推移

　 表１１　対象数・実施数の推移（過去５か年分） （単位：事業者）

図７　対象数・実施数の推移（過去５か年分）

　　(2) 指摘件数の推移

　　　なお、指摘の区分は、次のとおりです。

表１２　指摘件数の推移（過去５か年分）　　　　　　　　　　　　 （単位：件）

図８　平均指摘件数の推移（過去５か年分）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

対象数 実施数 対象数 実施数 対象数 実施数 対象数 実施数 対象数 実施数

指定居宅介護支援 65 21 64 23 65 21 66 18 64 20

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

指定居宅介護支援 4 21 29 22 14 23 5 26 12 41

　　　令和３年度から令和７年度までの５か年における太田市が指定する事業者数（対象数）及び運
　　営指導の実施数の推移は、以下のとおりです。
　　　なお、対象数は年度途中の新規指定や廃止等により推移することがあるため、各年度の３月３１
　　日現在において太田市が指定する事業者数を掲載しています。

事業種別

　　　令和３年度から令和７年度までの５か年における運営指導による指摘件数の推移は、以下のと
　　おりです。

　　　・文書指摘：法令又は通知等の違反で、改善報告を要するもの
　　　・口頭指摘：法令又は通知等の軽微な違反、又は上記の文書指摘に該当しない違反

事業種別 文書
指摘

口頭
指摘

文書
指摘

口頭
指摘

文書
指摘

口頭
指摘

文書
指摘

口頭
指摘

文書
指摘

口頭
指摘

１事業者当たり平均指摘数
（各指摘合計／実施数合計） 0.2 1.0 1.3 1.0 0.7 1.1 0.3 1.4 0.6 2.1

0 20 40 60 80 事業者

Ｒ７

Ｒ６

Ｒ５

Ｒ４

Ｒ３
年度

実施状況（Ｒ３～Ｒ７）

実施数

対象数

0
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2.5
件

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 年度

平均指摘件数（Ｒ３～Ｒ７）

文書指摘

口頭指摘
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　　(3）文書指摘の件数が多かった項目

表１３　文書指摘の件数が多かった項目

図９　文書指摘における項目の割合

　　　令和７年度に実施した運営指導における文書指摘（１２件）の内訳は、以下のとおりです。

項　　目 主な指摘内容 指摘件数

各種加算・減算
・算定要件を満たしていない加算の請求
・居宅介護支援の業務が適切に行われていない場合の減算

７ 件

具体的取扱方針
・モニタリング未実施及び記録の不備
・医療系サービス利用時の主治の医師への意見聴取不備

２ 件

運営規程、
重要事項説明書

・運営規程、重要事項説明書の記載内容不備 ２ 件

業務継続計画の策定等 ・感染症についての業務継続計画の未策定 １ 件

各種加算・減算

3件

具体的取扱方針

2件

運営規程、

重要事項説明書

1件

業務継続計画の策定等

1件
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(4) 文書指摘・口頭指摘件数一覧

表１４　令和７年度　指定居宅介護支援事業者運営指導　指摘件数一覧 （単位：件）

指摘区分

項目

１　基本方針 0 0 0

２　人員基準

（１） 従業者の員数 0 0 0

（２） 管理者 0 0 0

小　　計 0 0 0

３　運営基準

（１） 内容及び手続の説明及び同意 0 6 6

（２） 提供拒否の禁止 0 0 0

（３） サービス提供困難時の対応 0 0 0

（４） 受給資格等の確認 0 0 0

（５） 要介護認定の申請に係る援助 0 0 0

（６） 身分を証する書類の携行 0 0 0

（７） 利用料等の受領 0 0 0

（８） 保険給付の請求のための証明書の交付 0 0 0

（９） 基本取扱方針 0 0 0

（10） 具体的取扱方針 2 6 8

（11） 法定代理受領サービス等に係る報告 0 0 0

（12） 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付 0 0 0

（13） 利用者に関する市町村への通知 0 0 0

（14） 管理者の責務 0 0 0

（15） 運営規程、重要事項説明書 2 4 6

（16） 勤務体制の確保等 0 2 2

（17） 業務継続計画の策定等 1 2 3

（18） 設備及び備品等 0 0 0

（19） 従業者の健康管理 0 0 0

（20） 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 0 5 5

（21） 掲示 0 11 11

（22） 秘密保持 0 1 1

（23） 広告 0 0 0

（24） 居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等 0 0 0

（25） 苦情処理 0 1 1

（26） 事故発生時の対応 0 0 0

（27） 虐待の防止 0 0 0

（28） 会計の区分 0 0 0

（29） 記録の整備 0 0 0

（30） その他 0 0 0

文書 口頭 合計
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（単位：件）

小　　計 5 38 43

指摘区分

項目

４　介護給付費の算定及び取扱い

（１） 基本報酬 0 1 1

（２） 各種加算・減算 7 0 7

小　　計 7 1 8

５　変更届等 0 2 2

文書 口頭 合計

合　　計 12 41 53
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